
まえがき

　本書は，「弁護士になったけれど，いつも起案に苦労して筆が進まない」とか，
「一生懸命準備書面を書いて提出したけれど，裁判官からいつも突っ込まれる」
とか，「電話で話せばわかるのに，手紙を書いて依頼者や相手に送ると険悪に
なる」などの悩みをお持ちの皆さんに向けて書いた，起案のポイントを示す本
である。また，これから弁護士になる司法修習生や弁護士を目指す法学部，法
科大学院の学生の方や一般の方が読んでもわかるように平易に書かれている。
　
　本書は２部構成になっている。
　第１編では，なぜ弁護士の起案は大変なのかということを，私なりに解釈し
て整理した。起案なんか簡単だよ，というつもりは全くない。私も，弁護士の
起案は難しいと感じている。そして，よい文章とは何か，そしてよい文章にす
るためにはどうしたらよいかを示した。特に回りくどい長文（一文が長い文章）
を書いて，何か腑に落ちないと思う人はじっくり読んで欲しい。ここを読むだ
けで自分の文章がぐんと良くなると思う。
　第２編では，弁護士が遭遇するシチュエーションに応じて，具体的な起案を
示した。この事例や各起案は，もちろん架空の事例である。しかし事例や起案
の例は，私自身の失敗例や他の弁護士の起案例などを参考にしている。そして，
どこが失敗なのか，それを直すとどうなるかを示した。目次を見ればわかるよ
うに，絶対に遭遇したくないような状況の起案もある。万一のときにどのよう
に対処したらよいかなど，起案以外の話も載せているので，是非参考にして欲
しい。
　
　そして，前著『裁判官はこう考える　弁護士はこう実践する　民事裁判手続』
に引き続き，柴﨑哲夫裁判官にコメントを頂いた。各項目末に，「裁判官から
ひとこと」というコーナーを設け，弁護士である私の論に対して「ひとこと」
述べてもらうスタイルである。
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　柴﨑裁判官は本書執筆時，東京高裁民事部において勤務されている。弁護士
の書面に加え，一審裁判官の判決を検討するという「読み三昧」の仕事をされ
ておられる。そのような読み手としての立場から，率直なご意見を伺った。私も，
そしておそらく皆さんも，自分が書いた書面が裁判官に伝わっているだろうか，
どうやったらきちんと伝わるだろうかと日々悩んでいると思う。柴﨑裁判官の
コメントを読むと，裁判官だから特別なことをするというのではなく，あまり
肩ひじ張らないで，わかりやすく書けばよい，ということがわかるのではない
だろうか。
　
　最近，新人や若手弁護士が気軽に相談できる先輩が身近にいないようである。
その相談したいことの一つが，どのように起案すればよいのか，ということで
あろう。書き方がわからない，うまく書けずに時間がどんどん過ぎていく，後
回しになって事件処理が遅くなる，気に病んで仕事ができなくなる……。そん
な悪循環に陥ってしまうケースもある。せっかく弁護士になったのだから，起
案の悩みでへこたれないで欲しい。起案が苦手なら，起案を手なずけて得意に
なればいい。そして明るく，楽しく仕事をして欲しい。そんな気持ちで本書を
書いた。少し期が上の先輩弁護士や先輩裁判官に相談しに行くように，気軽に
読み進めて欲しい。
　本書をきっかけに，皆さんの起案に対する苦手意識が少しでも解消されるこ
とを願っている。
　
　2020年１月吉日

　弁護士　牧田　謙太郎
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　あなたの顧問先であるムーンライト物流有限会社の月山光
社長から次の相談があった。

　「2017年 10月，運送業者の会合の後の懇親会で，サンシャ
インエクスプレスという運送会社を経営している渡士野太陽
という人物と知り合いになった。
　翌月，渡士野から，ネット通販会社の配達を請け負ってい
るが，このエリアの人手が足りないので下請けをお願いでき
ないか，売り上げの 7割をお支払いする，と言われ，同社が
請け負った荷物の配達の下請けをすることにした。運送料
は月末締めで翌月 25日までに支払ってもらうという約束で
あった。契約書は取り交わしていない。
　サンシャインエクスプレスは最初の月はきちんと入金をし
たが，その次からは一部しか入金をしなくなった。このこと

裁判外の書面

売掛金の支払いを
督促する手紙

第 1章

お題
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を渡士野に言うと，渡士野は『来月まで待ってください。不
足分は来月に必ず払います。』と言うので，その言葉を信じ
て仕事をしたが，だんだん支払われる金額が少なくなってい
き，ずるずると未収金が増えてしまった。
　当社が下請けをした分については，発注者の注文書がこち
らに転送されているので，売上額は集計してある。既払い金
は当社の通帳に振り込まれている。
　相手方から，未収金を回収して欲しい。渡士野の言動は詐
欺ではないか。」

　この相談を受け，ひとまず内容証明を送付することとした。

第 1章　裁判外の書面 7372



2P O I N T

「殿」と「様」
の使い分け
は？

3P O I N T

できれば表題
を具体化しよ
う。

4P O I N T

時候の挨拶。
いる？
いらない？

5P O I N T

「当職」にす
る か。「 私 」
にするか。

1P O I N T

宛先を誰にす
る？

2018年５月 10日

〒〇〇〇－〇〇〇〇

   〇〇県〇〇市〇〇町１－２　エキサイティングビル 201

株式会社サンシャインエクスプレス　御中

代表者代表取締役社長　渡士野　太陽　殿

 〒〇〇〇－〇〇〇〇

 〇〇県〇〇市〇〇町１－２－３

 学陽法律事務所

 弁護士　学　陽　太　郎

 ＴＥＬ〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇

 ＦＡＸ〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇

ご連絡

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　私は，ムーンライト物流有限会社（〇〇県〇〇市〇〇町４－
５－６，以下「通知会社」と言います。）より依頼を受けて本書
面を差し出します。

１ 　2017年 10月，貴殿は運送業者の会合の後の懇親会にお
いて，通知会社の代表者である月山光と知り合い，翌月，通
知会社代表者に対し，「ネット通販会社の配達をしているが，
このエリアにおいては人手不足である。」「売り上げの７割を
下請運送料として支払うので，お願いできないか。」と提案し，
通知会社はこれに応じました。なお，運送料は毎月末で締め
て翌月 25日に支払う約束とのことです。
２ 　2017年 11月に通知会社が下請けをした仕事の売り上げ
は，発注者の注文書によりますと 135万 2500円です。こ
の７割にあたる 94万 6750円が通知会社の運送料としてお
支払いいただくべき金額になります。

添削前の起案例

B E F O R E

×
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6P O I N T

本当に追及す
るの？
それとも脅
し？

　 　これについては同年 12月 25日に全額お支払いいただき
ました。
３ 　同年 12月に通知会社が下請けをした仕事の売り上げは，

269万 3000円であり，その７割は 188万 5100円となり
ます。貴社は通知会社に対し同金額を支払うべきところ，
2018年１月 25日には 120万 5000円しか支払われません
でした。
４ 　2018年１月には同様に 152万 9800円の売り上げに対し
貴社が支払うべき運送料は 107万 860円であるべきところ，
同年２月 25日には 60万 3000円しか支払われませんでし
た。同年２月には同様に 113万 2400円の売り上げに対し
貴社が支払うべき運送料は 79万 2680円であるべきところ，
貴社は支払期限を徒過した上で，同年３月 30日に 15万
5000円しか支払いませんでした。
５ 　通知会社代表者は，度々きちんと支払うよう要求しました
が，貴殿は「来月まで待ってください。不足分は来月に必ず
払います。」と述べ，約束を反故にしました。
６ 　以上の経緯ですので，未払い金 178万 6540円を本書面
到着後，１週間以内に次の口座に送金してお支払いください。
　　〇〇銀行○○支店　普通　〇〇〇〇〇〇〇　預り金口座　

弁護士　学陽太郎
（アズカリキンコウザ　ベンゴシ　ガクヨウタロウ）

　万一お支払いがない場合は，貴殿に対し，法的責任を追及い
たします。

敬具
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